
 

 

 

報道機関各位 
 
 

家庭用生ごみ処理機等の助成制度を開始 

～ 生ごみのダイエット はじめてみませんか ～ 

 

明石市では、循環型社会の実現のため、『ゼロ・ウェイストあかし』を合言葉に、再生資

源のリサイクルなど、ごみの減量に向けたさまざまな施策を実施しております。   

 この度、燃やせるごみの約３０％の割合を占める生ごみの減量化を図る取り組みとして、

以下のとおり家庭用生ごみ処理機等の助成制度を開始します。 

 
１ 助成制度の目的 

生ごみ処理機等の購入に要する費用の一部を助成することで、生ごみの自家処理を

推進し、家庭から排出される生ごみの資源化及び減量化、ならびに環境意識の向上を

図ることを目的とします。 

 

２ 対象者 

明石市民（事業者は除く） 

 

３ 対象機器および助成額 

（１） 電動式生ごみ処理機（たい肥の生成や乾燥による生ごみ再資源化・減量機器） 

購入費用の 1/2（上限 30,000 円） 

（２） 生ごみ処理容器等（コンポスト等生ごみ処理容器等） 

購入費用の 1/2(上限 5,000 円） 

※消費税を除く購入金額（本体価格）が対象 

 

４ 申請期間 

   2024 年（令和６年）８月 1 日～2024 年（令和６年）１１月 30 日 

   ※購入日が 2024 年（令和６年）４月１日以降のものに限ります。 

※ただし、期間内であっても予算額の上限に達した場合は、受付を終了します。 

 

５ 申請方法 

電子申請、郵送もしくは持参 

※申請書様式は 8/1 よりホームページにてダウンロード可能 

 

6 申請から補助金交付までの流れ 

   別紙募集チラシ裏面参照 

 

７ 参考資料 

募集チラシ 

記 者 提 供 資 料 

２ ０ ２ ４ 年 ( 令 和 ６ 年 ) ７ 月 １ 日 

環境産業局環境室資源循環課（岩倉・阿江） 

（電話）078-918-5794 （内線）7442 



明石市生ごみダイエット作戦

生ごみ処理機の購入に
助成金が出ます

家 庭 用

上限　 万円
助成額
３

購入費の1/2助成
コンポスト等生ごみ処理容器等の
上限は 5千円になります。

明石市　資源循環課　〒674-0053　明石市大久保町松陰 1131
TEL:078-918-5794　FAX:078-918-5793

2024.8 /1 11/30申請期間

処 理 前 処 理 後

申請方法など詳しくは裏面へ
※ 期間内であっても予算額の上限に達した場合は、申請の受け付けを終了します。

※生ごみを乾燥させる処理機もあります。



申 請 期 間

対　象　者

対 象 機 器

必 要 書 類

申 請 方 法

お問合せ
明石市資源循環課　〒674-0053　明石市大久保町松陰 1131
TEL：078-918-5794　FAX：078-918-5793

電子申請はこちらから


